
介護老人福祉施設利用契約書 

 

 

          様（以下「利用者」といいます）と特別養護老人ホームヒルトップくしが

た（以下「事業者」といいます）は、事業者が利用者に対して行う介護老人福祉施設サービスに

ついて、次のとおり契約します。 

 

第１条（契約の目的） 

 事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、介護老人福祉施設サービスを提

供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。 

 

第２条（契約期間） 

１ この契約の契約期間は令和  年  月  日から利用者の要介護認定の有効期間満了日ま

でとします。 

２ 契約満了日の７日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がな

い場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護者（要介護１～要介護５）と認定された場

合、契約は更新されるものとします。但し要介護１～２の方は特例での入所となります。 

 

第３条（施設サービス計画） 

 事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に行わせます。 

（１）利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、介護福祉施設サ

ービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛

り込んだ施設サービス計画を作成します。 

（２）必要に応じて施設サービス計画を変更します。 

（３）施設サービス計画の作成及び変更に際してはその内容を利用者に説明します。 

 

第４条（介護福祉施設サービスの内容） 

１ 事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービス、その他介

護保険法令の定める必要な援助を提供します。 

２ 利用者が、利用できるサービスの種類は【重要事項説明書】のとおりです。事業者は、【重要

事項説明書】に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。 

３ 事業者は、サービス提供にあたり、利用者または他の入所者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対し隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法によ

り利用者の行動を制限することはしません。 

 

 

 

 



第５条（要介護認定の申請に係る援助） 

１ 事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。 

２ 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行います。 

 

第６条（サービスの提供の記録） 

１ 事業者は、介護老人福祉施設サービスの提供に関する記録を作成することとし、これをこの

契約終了後５年間保管します。 

２ 利用者等は、当該利用者に関する前項の施設サービス実施記録を閲覧又は複写物の交付を受

けることができます。 

 

第７条（利用料金） 

１ 利用者は、サービスの対価として【重要事項説明書】に定める利用単位毎の料金をもとに計

算された月ごとの合計額を支払います。 

２ 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月概ね１０日頃に事業者より発

送致します。 

３ 利用者は、当月の料金の合計額を翌月１７日までに口座自動引き落としの方法で支払います。 

４ 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。 

 

第８条（利用料金の変更） 

１ 事業者は、利用者に対して、介護保険給付体系の変更又はサービス体系に変更があった場合、

サービス利用料金の変更をすることができるものとします。 

２ 利用者が、料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【重要事項説明書】を作成し、

お互いに取り交わします。 

３ 利用者が、料金の変更を承諾しない場合には、この契約を解約することができます。 

 

第９条（契約の終了） 

１ 利用者は、事業者に対して２週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約

を解約することができます。 

２ 次の事由に該当した場合、事業者は、利用者に対して、３０日間の予告期間をおいて文書で

通知することにより、この契約を解約することができます。 

（１）利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよ

う催告したにもかかわらず３０日間以内に支払われない場合 

（２）利用者が病院又は診療所に入院し、明らかに３ヶ月以内に退院できる見込みがない場合又

は入院後３ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合 

（３）利用者が、事業者やサービス従業者又は他の入所者に対して、この契約を継続し難いほど

の背信行為を行った場合 

（４）利用者および利用者の家族が事業者の方針に従わないことにより、事業者の円滑な業務の

遂行に悪影響を及ぼした場合において、改善の見込みがないとき 

 



（５）利用者が、この契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に

これを告げずに又は不実の告知をし、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ

た場合。 

（６）利用者の三親等内の親族又は利用者の身元保証人が、暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律第２条６号に規定する暴力団員である場合、暴力団員であった日から５年を経

過してない場合、又は暴力団、暴力団員若しくは反社会的団体と密接な関係があると認めら

れる場合。 

（７）やむを得ない事情により施設を閉鎖又は縮小する場合 

３ 利用者が要介護認定の更新で非該当（自立）又は要支援又は要介護１、２と認定された場合、

所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。 

４ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

（１）利用者が他の介護保険施設に入所した場合 

（２）利用者が死亡した場合 

 

第１０条（退所時の援助） 

 事業者は、契約が終了し利用者が退所する際には、利用者及びその家族の希望、利用者が退所

後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。 

 

第１１条（身元引受人） 

１ 事業者は利用者に対し、身元引受人を求めることがあります。ただし身元引受人を立てるこ

とができない相当の理由が認められる場合はこの限りではありません。 

２ 身元引受人は、次の各号の責任を負います。 

（１）利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように協力

すること。 

（２）契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に見合った適切な受け入れ先の確保に努

めること。 

（３）利用者が死亡した場合の遺体及び遺留金品の引受その他必要な措置をすること。 

 

第１２条（秘密保持） 

１ 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た利用者及びその家族に関

する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

２ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業所等に対し、

利用者の個人情報を提供しません。 

３ 事業者及び事業者の使用する者は警察や裁判所等の公務所から照会があった場合、利用者の

個人情報を提供させて頂きます。 

 

第１３条（賠償責任） 

 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・

身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 



第１４条（連絡義務） 

 事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速

やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を行います。 

 

第１５条（相談・苦情対応） 

 事業者は、利用者からの相談、苦情等、施設の設備又はサービスに関する利用者の要望、苦情

等に対応する窓口を設置し、利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。 

 

 

第１６条（本契約に定めのない事項） 

１ 利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 

２ この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、

双方が誠意を持って協議の上定めます。 

 

第１７条（裁判管轄） 

 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の所在地を管轄

する裁判所を第一審管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 上記の契約を証するため、本通２通を作成し、利用者、事業者が署名の上、１通ずつ保有する

ものとします。 

令和  年  月  日 

 

（事業者）所在地   新潟県新発田市菅谷３３４５番地１     

             社会福祉法人 御幸会 

    事業者名  特別養護老人ホームヒルトップくしがた   

 

    管理者職・氏名  施設長 竹 内 雅 之       

 

（利用者）ご住所                        

 

    お名前                        

 

（代理人）ご住所                        

 

    お名前                        

 

（立会人）ご住所                        

 

    お名前                        

 

        （身元引受人）ご住所                        

 

               お名前                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報の使用に係る同意書 

 

 私（利用者及びその家族）の個人情報については、次に定める条件で、必要最小限の範囲内で

使用することに同意します。 

 

             （ 利 用 者 ）                    

 

             （ 利用者の家族 ）                    

 

             （  同 上  ）                    

１ 使用する目的 

① 介護支援専門員とサービス事業者との連絡調整において必要となった場合 

② 施設内や広報誌への写真掲示 

③ その他必要となった場合（県市町村役場、社会福祉協議会、福祉事務所、保健所 

地域包括支援センター等） 

 

 

２ 個人情報を使用する事業者及び誓約 

サービスの種類 所在地 事業者名 

介護老人福祉施設 
新潟県新発田市 

菅谷３３４５番地１ 

社会福祉法人 御幸会 

特別養護老人ホーム 

ヒルトップくしがた 

 

 

 

  

 あなたのサービス提供に関係する私たち事業者は、あなたとのサービス利用に関わる契約の締

結前にあっても、提供された個人情報について決して第三者に漏らしません。 

 また、サービス提供に関わる目的以外には、決して使用しません。 

 

３ 使用する期間 

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

４ 使用にあたっての条件 

 ①個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係する者以外に漏れることのないよ

う、細心の注意を払うこと。 

 ②個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて、経過を記録しておくこと。 

 



介護老人福祉施設 重要事項説明書 

（令和６年８月１日現在） 

 

 あなた（利用者）に対する介護福祉施設サービスの提供にあたり、事業者があなたに説明すべ

き重要事項は次のとおりです。 

 

１ 事業の目的と運営方針 

 おおむね６５歳以上で、常時介護を必要とし介護保険における要介護認定を受けている方に対

し、適正な介護老人福祉施設サービスを提供することにより要介護状態の維持・改善を目的とし、

目標を設定して計画的にサービスを提供します。 

 また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供

に努めます。 

 

２ 施設の内容 

（１）事業者 

    施設名    特別養護老人ホームヒルトップくしがた 

    指定番号   １５７０６０１３６７ 

    所在地    新潟県新発田市菅谷３３４５番地１ 

    管理者氏名  竹内 雅之 

    電話番号   ０２５４－３１－２１２１ 

    Fax番号   ０２５４－３１－２０２０ 

 

（２）施設の従業者体制 

職種 従事するサービス種類、業務 人員 

管理者 業務の一元的な管理 １名 

医師 健康管理及び療養上の指導 １名（非常勤） 

生活相談員 生活相談及び指導  １名以上 

介護支援専門員 施設サービス計画の作成  １名以上 

介護職員 介護業務 ３１名以上 

看護師・准看護師 心身の健康管理、口腔衛生と機能のチェ

ック及び指導、保健衛生管理 

 ３名以上 

  

機能訓練指導員 身体機能の向上、健康維持のための指導  １名以上 

栄養士（管理栄養士） 食事の献立作成、栄養計算、栄養指導等 １名以上 

 

 

 

 



（３）職種の勤務体制 

    ・早 出    ７：３０～１６：３０ 

    ・日 勤    ８：３０～１７：３０ 

    ・遅 出   １０：００～１９：００ 

    ・夜 勤   １６：００～１０：００ 

 

（４）設備の概要 

   定員        １００名 

  ○居室        １００室 

   個室（ユニット型） １００室（１０ユニット×１０人） 

   利用者の居室は、ベッド・枕元灯・ロッカー等を備品として備えます。 

  ○食堂・ダイニング   １０室 

   利用者が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け、利用者が使用できるテーブル・椅子・

箸や食器類等の備品類を備えます。 

  ○浴室         １３室 

   浴室には利用者が利用しやすいよう、一般浴槽の他に要介護者のための特殊浴槽を設けま

す。 

  ○便所 

   必要に応じて各階各所に便所を設けます。 

  ○医務室 

   利用者の診療・治療のために、医療法に規定する診療所を設け、利用者を診察するために

必要な医薬品及び医療器具を備えます。 

  ○静養室 

   介護職員室又は看護職員室に隣接して設けます。 

 

３ サービスの内容 

（１）基本サービス 

  ①食 事      朝食   ７：４０～ ９：４０ 

            昼食  １１：４０～１３：４０ 

            夕食  １７：４０～１９：４０ 

  ②介 護      食事等の介助、着替え介助、排泄介助、オムツ交換、体位交換、施設

内移動の付添い、相談等の精神的ケア、日常生活上の世話 

  ③入 浴      週２回入浴可能です。利用者の状態から特別浴又は清拭となる場合が

あります。 

  ④機能訓練     利用者の状態に応じて機能訓練を実施します。 

  ⑤理美容      月４回程度、理美容サービスを実施しております（料金は自己負担）。 

  ⑥レクリエーション 定期的に実施しております。 

 

 



４ 利用料金 

 厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該介護老人福祉施設のサービスが法定代理受

領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。 

 

□介護報酬告示額（１割負担の場合） 

（１）基本料金 

 介護区分   １日あたりの利用料          １日あたりの自己負担額 

  要介護１  ６，７００円（６７０単位）       ６７０円 

  要介護２  ７，４００円（７４０単位）       ７４０円 

  要介護３  ８，１５０円（８１５単位）       ８１５円 

  要介護４  ８，８６０円（８８６単位）       ８８６円 

  要介護５  ９，５５０円（９５５単位）       ９５５円 

 

 

（２）加算料金等 

 ア 看護体制加算 

    看護体制加算（Ⅰ）        １日につき    ４円 

    看護体制加算（Ⅱ）        １日につき    ８円 

 

 

 イ 個別機能訓練加算          １日につき   １２円 

 

 

 ウ 栄養マネジメント強化加算      １日につき   １１円 

 

 

 エ 初期加算              １日につき   ３０円 

  

 

 オ 療養食加算             １日３回まで１回 ６円 

 

 

 カ サービス提供強化加算 

    サービス提供体制加算（Ⅰ）    １日につき   １２円 

    サービス提供体制加算（Ⅱ）    １日につき    ６円 

    サービス提供体制加算（Ⅲ）    １日につき    ６円 

  

 

 



キ 科学的介護推進加算 

科学的介護推進加算Ⅰ                ４０円（月額） 

    科学的介護推進加算Ⅱ                ５０円（月額） 

 

 

 ク 安全対策体制加算          入所時に１回   ２０円 

 

 

 ケ 介護職員等処遇改善加算 

    介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）     基本料金＋各種加算の総単位数×１４．０％ 

    介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）     基本料金＋各種加算の総単位数×１３．６％ 

    介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）     基本料金＋各種加算の総単位数×１１．３％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）     基本料金＋各種加算の総単位数×９．０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



□介護報酬告示額（２割負担の場合） 

 

（１）基本料金 

 介護区分   １日あたりの利用料          １日あたりの自己負担額 

  要介護１  １３，４００円（１，３４０単位）    １，３４０円 

  要介護２  １４，８００円（１，４８０単位）    １，４８０円 

  要介護３  １６，３００円（１，６３０単位）    １，６３０円 

  要介護４  １７，７２０円（１，７７２単位）    １，７７２円 

  要介護５  １９，１００円（１，９１０単位）    １，９１０円 

 

 

（２）加算料金等 

 ア 看護体制加算 

    看護体制加算（Ⅰ）         １日につき     ８円 

    看護体制加算（Ⅱ）         １日につき    １６円 

 

 

 イ 個別機能訓練加算           １日につき    ２４円 

 

 

 ウ 栄養マネジメント強化加算       １日につき    ２２円 

 

 

 エ 初期加算               １日につき    ６０円 

  

 

 オ 療養食加算              １日３回まで１回 １２円 

 

 

 カ サービス提供強化加算 

    サービス提供体制加算（Ⅰ）     １日につき    ２４円 

    サービス提供体制加算（Ⅱ）     １日につき    １２円 

    サービス提供体制加算（Ⅲ）     １日につき    １２円 

 

 

キ 科学的介護推進加算 

科学的介護推進加算Ⅰ                   ８０円（月額） 

    科学的介護推進加算Ⅱ                  １００円（月額） 

 



 ク 安全対策体制加算            入所時に１回    ４０円 

 

 

 ケ 介護職員等処遇改善加算 

    介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）     基本料金＋各種加算の総単位数×１４．０％ 

    介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）     基本料金＋各種加算の総単位数×１３．６％ 

    介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）     基本料金＋各種加算の総単位数×１１．３％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）     基本料金＋各種加算の総単位数×９．０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



□介護報酬告示額（３割負担の場合） 

 

（１）基本料金 

 介護区分   １日あたりの利用料          １日あたりの自己負担額 

  要介護１  ２０，１００円（２，０１０単位）    ２，０１０円 

  要介護２  ２２，２００円（２，２２０単位）    ２，２２０円 

  要介護３  ２４，４５０円（２，４４５単位）    ２，４４５円 

  要介護４  ２６，５８０円（２，６５８単位）    ２，６５８円 

  要介護５  ２８，６５０円（２，８６５単位）    ２，８６５円 

 

 

（２）加算料金等 

 ア 看護体制加算 

    看護体制加算（Ⅰ）         １日につき    １２円 

    看護体制加算（Ⅱ）         １日につき    ２４円 

 

 

 イ 個別機能訓練加算           １日につき    ３６円 

  

 

 ウ 栄養マネジメント強化加算       １日につき    ３３円 

 

 

 エ 初期加算               １日につき    ９０円 

 

 

 オ 療養食加算              １日３回まで１回 １８円 

 

 

 カ サービス提供強化加算 

    サービス提供体制加算（Ⅰ）     １日につき    ３６円 

    サービス提供体制加算（Ⅱ）     １日につき    １８円 

    サービス提供体制加算（Ⅲ）     １日につき    １８円 

 

 

キ 科学的介護推進加算 

科学的介護推進加算（Ⅰ）              １２０円（月額） 

    科学的介護推進加算（Ⅱ）              １５０円（月額） 

 



ク 安全対策体制加算           入所時に１回   ６０円 

 

 

 ケ 介護職員等処遇改善加算 

    介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）     基本料金＋各種加算の総単位数×１４．０％ 

    介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）     基本料金＋各種加算の総単位数×１３．６％ 

    介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）     基本料金＋各種加算の総単位数×１１．３％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）     基本料金＋各種加算の総単位数×９．０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



□その他の費用 

（１）「居住費」及び「食費」 １日あたりの金額 

 居住費 食費 

ユニット型個室 ２，４６８円 １，９５５円 

※ 介護負担限度額認定証の発行を受けている方は、記載されている居住費・食費の額とします。 

 

（２）運営基準（厚生労働省令）で定められた「その他の費用」（金額、自己負担） 

区分 金額（単位） 内容の説明 

① 理美容代 １回 ２，０００円～３，３００

円程度 

利用者の希望によって提供した場合 

②電気代 １点につき 

１日 ５５円（税込） 

個人的に使用する電気機器を使用し

た場合 

 

５ サービス利用にあたっての留意事項 

 ①利用者又はその家族は、体調の変化があった際には施設の従業者にご一報ください。 

 ②利用者は、施設内の機械及び器具を利用される際、必ず従業者に声をかけてください。 

 ③施設内での金銭及び食べ物等のやりとりは、ご遠慮ください。 

 ④従業者に対する贈り物や飲食のもてなしは、お受けできません。 

 

６ 非常災害対策 

 施設では、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と

連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基づき、年２回

以上利用者及び従業者等の訓練を行います。 

 

７ 緊急時の対応 

 サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医や協力

医療機関への連絡等必要な措置を講じます。 

 

８ 事故発生時の対応 

 サービス提供により事故が発生した場合には、家族、市町村及び関係諸機関等への連絡を行う

など必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故

の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

９ 守秘義務に関する対策 

 施設及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。 

 また、退所後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容として

います。 

 



１０ 利用者の尊厳 

 利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行います。 

 

１１ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 １ 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じます。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を設置し定      

期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。  

② 虐待の防止のための指針を整備する。 

③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。 

④ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

２ 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じる ととも

に、市町村へ報告する 

 

１２ 身体拘束の禁止 

 原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

 ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家

族へ十分な説明をし、同意を得るとともにその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

１３ 苦情相談窓口 

 ※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

  ご利用相談室  苦情解決責任者：竹内雅之（施設長） 

          苦情受付担当者：小島拓也、礒野詩織（生活相談員） 

  ご利用時間   月～土曜日 ８時３０分～１７時３０分 

  ご利用方法   電話 ０２５４－３１－２１２１ 

 ※第三者委員 

   氏名：肥田野和子  電話 ０２５４－２３－８７３５ 

   氏名：吉田友子   電話 ０２５４－２６－５６２８ 

 ※公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

  新発田市高齢福祉課 

   新潟県新発田市中央町３丁目３番３号 

   電話番号 ０２５４－２８－９２０１ 

  胎内市福祉介護課 

   胎内市新和町２番１０号 

   電話番号 ０２５４－４３－６１１１ 

  村上市介護高齢課 

   村上市三之町１番１号 

   電話番号 ０２５４－５３－２１１１ 

 



  関川村住民福祉課 

   関川村大字下関９１２番地 

   電話番号 ０２５４－６４－１４４１ 

  聖籠町町民課 

   聖籠町大字諏訪山１６３５番地４ 

   電話番号 ０２５４－２７－２１１１ 

  新潟県国民健康保険団体連合会 

   新潟県新潟市中央区新光町４－１ 新潟県自治会館本館内 

   電話番号 ０２５－２８５－３０２２ 

 

 

１４ 協力医療機関等 

 施設では、下記の医療機関に協力いただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対

応をお願いするようにしています。 

 ・協力医療機関 

   名  称：竹内病院 

   住  所：新潟県新発田市中央町４－６－６ 

   電話番号：０２５４－２２－２６１２ 

 

   名  称：県立新発田病院 

   住  所：新潟県新発田市本町１－２－８ 

   電話番号：０２５４－２２－３１２１ 

 

 

１５ 第三者評価の実施状況   当施設では第三者評価は実施しておりません。 

 

１６ 損害賠償について 

 当施設において、施設の責任により利用者に生じた損害については、施設は、速やかにその損

害を賠償します。 

 ただし、損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められた場合には、施設の損害賠償

責任を減じさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



介護老人福祉施設サービスの開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な

事項を説明し交付しました。 

 上記の契約を証するため、本通２通を作成し、利用者、事業者が署名の上、１通ずつ保有する

ものとします。 

令和  年  月  日 

 

＜事 業 者＞ 

 

所在地      新潟県新発田市菅谷３３４５番地１       

 

         社会福祉法人 御幸会 

事業者名     特別養護老人ホームヒルトップくしがた     

 

管理者職・氏名   施設長  竹 内 雅 之          

 

説明者職・氏名                         

 

 

 事業者より上記の内容について説明を受け、同意しました。 

 

＜利 用 者＞ 

 

ご住所                             

 

お名前                             

 

＜身元引受人＞ 

 

ご住所                             

 

お名前                            （続柄      ） 


